
■ 都道府県別の地域区分一覧表

1980年にスタートした「エネルギーの使用の合理化等に関する

法律」の建築物向けの「省エネルギー基準」が、大きく変化を始

めました。

2013年に改正された、「平成25年省エネルギー基準」をベース

に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物

省エネ法）」として2016年４月１日に施行、努力義務から適合義務

へ大きく変わろうとしています。具体的には、建物規模により3段階

で実施されます。

建築物省エネ法、基準の体系

建築物省エネ法体系

法律

「建築物省エネ法」
建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律

省令

「基準省令」
「建築物エネルギー
消費性能基準等を定める省令」

●エネルギー消費性能基準
● 誘導基準

（● 住宅事業主基準）

告示「非住宅・住宅計算方法」

告示「住宅仕様基準」

「建築物エネルギー消費性能基準等
を定める省令における算定方法等に
係る事項等」

〈非住宅〉一次エネルギー消費量、PAL＊標準入力法、主要室入力法、モデル建物法
〈住　宅〉UA値、ηAC値、一次エネルギー消費量

〈住　宅〉部位別仕様基準

「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱
の損失の防止に関する基準及び一次
エネルギー消費量に関する基準」

地域区分と外皮性能・基準値

外皮性能は「平均熱貫流率UA」と「冷房期の平均日射熱取得
率ηAC」が地域別で下記の基準値を満足する事が必須です。

※建築物省エネ法の地域区分の詳細は、告示をご参照ください。〈出典：JSBC 改正省エネルギー基準の建築主の 
 判断基準と設計・施工指針の解説テキスト1〉

2015年
7月8日

2016年
4月1日

2017年
4月1日

2020年
4月

住宅事業建築主の判断基準
通称：住宅トップランナー制度 2009 

施行公布

建築物省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
2015

2,000㎡以上

住宅を含むすべての建築物

300㎡以上

適
合
義
務
化

建築物省エネ法

地域区分

UA値 W/㎡・K ＝ 
外皮熱損失量

外皮等面積の合計

1～8（8区分）

基準一次
エネルギー消費量

設計一次
エネルギー消費量

   ηAc値 ＝
冷房期の日射熱取得量

外皮等面積の合計

（外皮平均熱貫流率）

（冷房期の平均日射熱取得率）
×100

≧

1地域

2地域

3地域

4地域

5地域

6地域

7地域

8地域

0.46

0.46

0.56

0.75

0.87

0.87

0.87

ー

UA W/（㎡・K）
外皮平均熱貫流率の

基準値
建築物省エネ法

ηAc
冷房期の

平均日射熱取得率

ー

ー

ー

ー

3.0

2.8

2.7

3.2

～暖冷房・換気・照明・給湯・その他～

建築物省エネ法の
地域区分

1、2

3

4

5、6

7

8

北海道

青森県、岩手県、秋田県

宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

宮崎県、鹿児島県

沖縄県

都道府県名

2013
平成25年基準

外皮＋
一次エネルギー消費量

1999
次世代省エネ基準

平成11年基準
1980
旧省エネ基準

昭和55年基準
1992
新省エネ基準

平成4年基準

外皮の省エネルギー性能

一次エネルギー消費量

ポイント解説

省エネルギー基準、建築物省エネ法の変遷

建築物省エネ法

建築物省エネ法の基準と評価方法
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「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱
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エネルギー消費量に関する基準」
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※建築物省エネ法の地域区分の詳細は、告示をご参照ください。〈出典：JSBC 改正省エネルギー基準の建築主の 
 判断基準と設計・施工指針の解説テキスト1〉
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2013
平成25年基準

外皮＋
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一次エネルギーの消費量計算は全て「建築研究所」のプログラムで行います。

適用範囲：木造戸建ての住宅

■ 「建築物省エネ法」の評価フロー

■ 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法に基づく計算シート
　 （建研公開プログラムに基づく）

共通条件［地域区分、室用途、床面積等］

≧

基
準
仕
様

設
計
仕
様

ESH
ESC

暖冷房エネルギー消費量

＋

ESV換気エネルギー消費量

＋

ESL照明エネルギー消費量

＋

ESW給湯エネルギー消費量

＋

EMその他 エネルギー消費量

EH
EC

暖冷房エネルギー消費量

＋

EV 換気エネルギー消費量

＋

EL 照明エネルギー消費量

＋

EW 給湯エネルギー消費量

＋

EM その他 エネルギー消費量

－

ES エネルギー利用効率化設備によるエネルギー削減量

EST基準一次エネルギー消費量 ET 設計一次エネルギー消費量

省エネ手法を加味

負荷の削減

設備の効率化

その他の
省エネ手法は考慮しない

エネルギーの創出

仕様ルート
仕様を

照合する方法

一般部位の断熱性能
開口部の断熱性能と

日射遮蔽対策

設備の仕様

計算しない

計算しない 計算する

設備仕様・効率を
確認する

外皮性能
基準

基
準
の
指
標

一次
エネルギー
消費量基準

一次
エネルギー
消費量基準

面積

計算

熱性能値
評
価
方
法

外
皮
性
能
基
準

外皮の断熱性能と開
口部の日射遮蔽対策

を確認する

簡易計算ルート
外皮面積を

計算しない方法

外皮平均熱貫流率UA

冷房期の
平均日射熱取得率ηAC

一次エネルギー
消費量

計算する

計算しない

専用Webプログラムで
計算する

（床面積の計算が必要）

詳細計算ルート
外皮面積を

計算する方法

外皮平均熱貫流率UA

冷房期の
平均日射熱取得率ηAC

一次エネルギー
消費量

計算する

計算する

部位毎の熱性能値
を求める

部位毎の熱性能値
を求める

専用Webプログラムで
計算する

（床面積の計算が必要）

●●県●●市◎◎1-2-3

0.000.86

2.8

2.2

0.74

（基礎断熱）

2.7

2.1

0.86

2.8

0.87

2.8

2.2

①

②

③

④

⑥⑤
① 開口部の緩和の判定に必要。計算を行なう建物の床面積を入力
② 住宅の断熱構造を選択　③ 浴室の断熱構造を選択　④ 判定に必要な等級を選択　⑤ 必要のない情報は非表示（網掛け）となります
⑥ 「床断熱と基礎断熱の併用」を選択した場合、判定値は外皮平均熱貫流率の値の大きい方の断熱方式を採用。（国研）建築研究所のエネルギー消費性能計算プログ

ラムにおいて、「外皮面積を用いず外皮性能を評価する」場合に断熱部位の選択をする際は、採用された断熱方式を選択

注記： 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページにエクセルシートが公開されております。

ポイント解説 建築物省エネ法

建築物省エネ法の基準と評価方法
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一次エネルギーの消費量計算は全て「建築研究所」のプログラムで行います。

適用範囲：木造戸建ての住宅

■ 「建築物省エネ法」の評価フロー

■ 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法に基づく計算シート
　 （建研公開プログラムに基づく）

共通条件［地域区分、室用途、床面積等］

≧

基
準
仕
様

設
計
仕
様

ESH
ESC

暖冷房エネルギー消費量

＋

ESV換気エネルギー消費量

＋

ESL照明エネルギー消費量

＋

ESW給湯エネルギー消費量

＋

EMその他 エネルギー消費量

EH
EC

暖冷房エネルギー消費量

＋

EV 換気エネルギー消費量

＋

EL 照明エネルギー消費量

＋

EW 給湯エネルギー消費量

＋

EM その他 エネルギー消費量
－
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省エネ手法を加味
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設備の効率化

その他の
省エネ手法は考慮しない

エネルギーの創出
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照合する方法

一般部位の断熱性能
開口部の断熱性能と

日射遮蔽対策
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確認する
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の
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標
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消費量基準
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法

外
皮
性
能
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準

外皮の断熱性能と開
口部の日射遮蔽対策

を確認する

簡易計算ルート
外皮面積を

計算しない方法

外皮平均熱貫流率UA

冷房期の
平均日射熱取得率ηAC

一次エネルギー
消費量

計算する

計算しない

専用Webプログラムで
計算する

（床面積の計算が必要）

詳細計算ルート
外皮面積を

計算する方法

外皮平均熱貫流率UA

冷房期の
平均日射熱取得率ηAC

一次エネルギー
消費量

計算する

計算する

部位毎の熱性能値
を求める

部位毎の熱性能値
を求める

専用Webプログラムで
計算する

（床面積の計算が必要）

●●県●●市◎◎1-2-3

0.000.86

2.8

2.2

0.74

（基礎断熱）

2.7

2.1

0.86

2.8

0.87

2.8

2.2

①

②

③

④

⑥⑤
① 開口部の緩和の判定に必要。計算を行なう建物の床面積を入力
② 住宅の断熱構造を選択　③ 浴室の断熱構造を選択　④ 判定に必要な等級を選択　⑤ 必要のない情報は非表示（網掛け）となります
⑥ 「床断熱と基礎断熱の併用」を選択した場合、判定値は外皮平均熱貫流率の値の大きい方の断熱方式を採用。（国研）建築研究所のエネルギー消費性能計算プログ

ラムにおいて、「外皮面積を用いず外皮性能を評価する」場合に断熱部位の選択をする際は、採用された断熱方式を選択

注記： 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページにエクセルシートが公開されております。

ポイント解説 建築物省エネ法

建築物省エネ法の基準と評価方法
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開口部比率の算出

住宅仕様基準適合

外皮の各部位の
断熱性能等の確認

開口部の
断熱性能の確認

開口部の
日射遮蔽措置の確認

住宅仕様基準（部位別仕様基準）の評価フロー

■ 躯体の熱貫流率の基準値
　（その他の単位住戸）

■ 断熱材の熱抵抗値の基準値
　（木造の単位住戸・充填断熱工法）

❸開口部比率ごとに定められた基準❷外皮の断熱性能に関する基準

❹設備機器の基準

暖房設備の基準 冷房設備の基準 換気設備の基準 照明設備の基準 給湯設備の基準

❶開口部比率 ❶開口部比率

外皮性能仕様基準　❷「外皮の断熱性能」に関する基準

外皮性能仕様基準　❸開口部の断熱性能等に関する基準

開口部の熱貫流率 ガラス、付属部材、
及び庇、軒等の措置

熱貫流率
断熱材の熱抵抗値

［立体図］

［展開図］

■ 開口部比率の区分
又は

開口部では開口部比率に応じて、熱貫流率（Ｕ）と窓の日射遮蔽の仕様が定められており、付属部材等も必要な場合が
あります。詳細は窓サッシ・ガラスメーカーにお問い合わせください。

熱貫流率：0.24W/㎡・K以下
又は
断熱材熱抵抗値：4.6㎡・K/W以上

熱貫流率：0.53W/㎡・K以下
又は
断熱材熱抵抗値：2.2㎡・K/W以上

熱貫流率：4.65W/㎡・K以下
（開口部比率：0.11未満の場合）

熱貫流率：0.48W/㎡・K以下
又は
断熱材熱抵抗値：2.2㎡・K/W以上

※屋根断熱の場合

仕様基準のイメージ（６地域の木造住宅充填断熱の場合）

開口部比率を計算しない

屋 根

壁

開口部

床

※開口部比率の区分は（に）になります。

躯体部
開口部

開口部比率 ＝
開口部面積の合計
外皮等面積の合計

■ 断熱材の熱抵抗値の基準値
　（木造、枠組壁工法又は鉄骨造の単位住戸・
　  外張断熱工法または内張断熱工法）

■ 断熱材の熱抵抗値の基準値
　（枠組壁工法の単位住戸・充填断熱工法）

仕様基準は、単位住戸の天井又は屋根、壁、床、開口部の、それぞれについて、住宅の構造（RC・その他）・断熱方法（内
断熱・外断熱・ほか）に応じて、地域区分毎に、断熱性能（熱貫流率又は断熱材の熱抵抗）の基準値を設定しています。
特に、開口部については、開口部比率（開口部面積/外皮合計面積）に応じて、断熱性能（熱貫流率）と、日射熱遮蔽措置
に関する仕様もあります。
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土間床等
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の基礎

屋根
または天井

1 2 3 4 5 6 7 8

地域の区分と
開口部比率の

区分

（い）

（ろ）

（は）

（に）

0.07未満

0.07以上0.09未満

0.09以上0.11未満

0.11以上
計算をしない

0.08未満

0.08以上0.11未満

0.11以上0.13未満

0.13以上
計算をしない

0.08未満

0.08以上0.11未満

0.11以上0.13未満

0.13以上
計算をしない

１～３地域 ４～７地域 ８地域 １～３地域 ４～７地域 ８地域

一戸建ての住宅 一戸建ての住宅以外の住宅及び複合建築物

0.05未満

0.05以上0.07未満

0.07以上0.09未満

0.09以上
計算をしない

0.05未満

0.05以上0.07未満

0.07以上0.08未満

0.08以上
計算をしない

0.05未満

0.05以上0.07未満

0.07以上0.08未満

0.08以上
計算をしない

※単位住戸の床面積に 0.02 を乗じた数値以下の小窓は対象外です。

ポイント解説 等級4、仕様例

住宅仕様基準の概要
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開口部比率の算出

住宅仕様基準適合

外皮の各部位の
断熱性能等の確認

開口部の
断熱性能の確認

開口部の
日射遮蔽措置の確認

住宅仕様基準（部位別仕様基準）の評価フロー

■ 躯体の熱貫流率の基準値
　（その他の単位住戸）

■ 断熱材の熱抵抗値の基準値
　（木造の単位住戸・充填断熱工法）

❸開口部比率ごとに定められた基準❷外皮の断熱性能に関する基準

❹設備機器の基準

暖房設備の基準 冷房設備の基準 換気設備の基準 照明設備の基準 給湯設備の基準

❶開口部比率 ❶開口部比率

外皮性能仕様基準　❷「外皮の断熱性能」に関する基準

外皮性能仕様基準　❸開口部の断熱性能等に関する基準

開口部の熱貫流率 ガラス、付属部材、
及び庇、軒等の措置

熱貫流率
断熱材の熱抵抗値

［立体図］

［展開図］

■ 開口部比率の区分
又は

開口部では開口部比率に応じて、熱貫流率（Ｕ）と窓の日射遮蔽の仕様が定められており、付属部材等も必要な場合が
あります。詳細は窓サッシ・ガラスメーカーにお問い合わせください。

熱貫流率：0.24W/㎡・K以下
又は
断熱材熱抵抗値：4.6㎡・K/W以上

熱貫流率：0.53W/㎡・K以下
又は
断熱材熱抵抗値：2.2㎡・K/W以上

熱貫流率：4.65W/㎡・K以下
（開口部比率：0.11未満の場合）

熱貫流率：0.48W/㎡・K以下
又は
断熱材熱抵抗値：2.2㎡・K/W以上

※屋根断熱の場合

仕様基準のイメージ（６地域の木造住宅充填断熱の場合）

開口部比率を計算しない

屋 根

壁

開口部

床

※開口部比率の区分は（に）になります。

躯体部
開口部

開口部比率 ＝
開口部面積の合計
外皮等面積の合計

■ 断熱材の熱抵抗値の基準値
　（木造、枠組壁工法又は鉄骨造の単位住戸・
　  外張断熱工法または内張断熱工法）

■ 断熱材の熱抵抗値の基準値
　（枠組壁工法の単位住戸・充填断熱工法）

仕様基準は、単位住戸の天井又は屋根、壁、床、開口部の、それぞれについて、住宅の構造（RC・その他）・断熱方法（内
断熱・外断熱・ほか）に応じて、地域区分毎に、断熱性能（熱貫流率又は断熱材の熱抵抗）の基準値を設定しています。
特に、開口部については、開口部比率（開口部面積/外皮合計面積）に応じて、断熱性能（熱貫流率）と、日射熱遮蔽措置
に関する仕様もあります。
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単位：㎡・K/W

土間床等
の外周部
の基礎
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または天井

1 2 3 4 5 6 7 8

地域の区分と
開口部比率の

区分

（い）

（ろ）

（は）

（に）

0.07未満

0.07以上0.09未満

0.09以上0.11未満

0.11以上
計算をしない

0.08未満

0.08以上0.11未満

0.11以上0.13未満

0.13以上
計算をしない

0.08未満

0.08以上0.11未満

0.11以上0.13未満

0.13以上
計算をしない

１～３地域 ４～７地域 ８地域 １～３地域 ４～７地域 ８地域

一戸建ての住宅 一戸建ての住宅以外の住宅及び複合建築物

0.05未満

0.05以上0.07未満

0.07以上0.09未満

0.09以上
計算をしない

0.05未満

0.05以上0.07未満

0.07以上0.08未満

0.08以上
計算をしない

0.05未満

0.05以上0.07未満

0.07以上0.08未満

0.08以上
計算をしない

※単位住戸の床面積に 0.02 を乗じた数値以下の小窓は対象外です。

ポイント解説 等級4、仕様例

住宅仕様基準の概要
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